
 書式第１２号（法第２８条関係）  

 
 

平成２９年度 事 業 報 告 書 
 

 平成29年4月1日から平成年30年3月31日まで 
 
  
 特定非営利活動法人なかの里を紡ぐ会 

 
 

  
１ 事業の成果 
 
① 区民、医療・介護の専門職及び区内で活動する他のＮＰＯ、社会福祉協議会等と連携し、市民向けフ

ォーラムを２回（5月13日、3月10日）、講演会を7回開催。これらを通して「在宅医療」、「地域包括ケ
ア」、「緩和ケア」、「ホームホスピス」等について啓発活動を行った。 

 ② 通所介護事業は地域の民生委員等を入れた運営推進会議を開始(年2回)。地域との連携を深めるため
に地域のネットワーク会議や祭り等に参加した。訪問介護事業は4月～11月にかけて、主として重度者
や終末期の利用者を担当し、緩和ケアに従事。12月からは基幹事業である「ホームホスピス里の家」が
開設し、入居者への訪問を開始した。現在5人が入居中。 

 ③ 12月より訪問看護ステーションを開設。里の家及び通所介護、訪問介護と連携して医療依存度の高い
利用者へのサービスを行った。 

 
 ２ 事業の実施に関する事項 

   

事業名 事 業 内 容 実 施 

日 時 

実 施 

場 所 

従事者 

人 数 

受益対象者 

の範囲及び 

人 数 

事業費の 

額 

（円） 

保健、医療又は

福祉の普及啓発

及びネットワー

ク構築事業 

・市民フォーラム 

「在宅医療知っていますか？家で

最期まで療養したい人に～」 

※助成：勇美記念財団 

 

① 5 月 1 3 日

(土) 

② 3 月 1 0 日

(土) 

 

中野区医師会館 

 

 

 

10名 

 

 

 

中野区民・医療介

護専門職等 

参加者①125名 

②97名 

0 

・帝京平成大学 フレッシュセミ

ナー「看護師・ケアマネジャーか

らみた中野の地域医療とケア」 

 

6月15日(木) 

 

帝京平成大学 

 

1名 

 

200名 

 

・主任ケアマネ連絡会 

「いのちに寄り添うホームホスピ

ス」 

11月16日

（木) 

 

中野区 1名 

 

100名 

 

・ホームホスピス全国大会 

「東京でホームホスピスを開く」 

 

12月2日(土) 

 

明治大学中野キャ

ンパス 

10名 

 

250名 

 

・中野区職員勉強会 

「地域で最期まで豊かに生きる～

ホームホスピスという選択」 

 

2月21日

（水） 

 

中野区役所 

 

1名 

 

30名 

 

・荒川区社会福祉協議会講演会 

「地域で最期まで豊かに生きる～

ホームホスピスという選択」 

3月3日(土) 

 

荒川区社協 

 

1名 

 

80名 

 

・30年後の医療の姿を考える会 

「深化する住まい方～多様性に対

応する空間の力」 

3月11日(土) 

 

明治大学中野キャ

ンパス 

 

1名 

 

100名 

 



 

・野方区民活動センター生活講座 

「知って安心在宅介護～自分らし

く在宅で暮らすために」 

3月18日(土) 

 

野方ＷＩＺ 

 

 

1名 80名 

 
・地域のネットワーク会議や 

祭り、住民主体のサロン等に参加

し、区民との交流を図った。 

 

・機関紙を１回発行 

・ホームページにて活動の様子を

報告、公開した。 

  2名  

終末期療養者及

び要介護高齢者

の生活支援事業 

４月に物件が決まり、賃貸借契約

の上、改修工事を施工。 

11月竣工し、12月9日「ホームホ

スピス里の家」を開設。 

現在5人が入居中。 

29年4月1日

～ 

30年3月31日 

里の家開設 

12月9日 

中野区 

松が丘2－9－4 
6人 

中野区民述べ6人

が利用 
8,318,193 

介護保険法に基

づく訪問介護事

業、介護予防訪

問介護事業及び

第１号訪問事業 

 

3月31日現在、ヘルパー7人登録。

3月末利用者数10名。 

4月より日常生活支援・総合事業

を開始 

29年4月より

通期 

 中野区中野 

 4－6－10 

 サービス提供は

中野区全域 

6人 

延べ利用者数 

介護 132人 

  総合事業20人 

9,778,469 

障害者の日常生

活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

に基づく障害福

祉サービス事業 

 未実施     0 

介護保険法又は

健康保険法に基

づく訪問看護事

業及び介護予防

訪問看護事業 

12月1日、東京都より指定。難病

や精神疾患、終末期療養者への訪

問など医療依存度の高い利用者へ

のサービスを提供した。 

平成29年12

月～30年3月 

中野区野方2－60

－8 
6名 

中野・杉並・ 

延べ利用者 

介護保険 

181名 

医療保険 

64名 

11,241,286 

介護保険法に基

づく地域密着型

サービス事業、

介護予防通所介

護事業及び第１

号通所事業 

アットホームな環境で、季節感を

大切にした運営を実施。地域密着

型サービスとして、利用者、家

族、地域の民生委員、ケアマネ、

地域包括支援センター等を含めた

運営推進会議を年2回（9月・2

月）実施した。 

29年4月より 

通期 

中野区 

中央 

3－27－19 

11人 

中野区・ 

杉並区民 

延べ利用者 

2611人 

月平均 

217人 

24,338,016 

介護保険法に 

基づく居宅介護

支援事業 

居宅介護支援事業 

要支援及び要介護高齢者の 

ケアプランの作成 

その他ケアマネジメント 

要介護認定調査 

29年4月より 

通期 

中野区 

中央 

3-27-19 

1人 

中野区民 

延べ利用者 

要介護者 

364人 

要支援者 

103人 

4,574,840 

 

健康及び 

介護、人権擁護

に係る相談支援

事業 

副理事長がまちなかサロン

「ほっとサロン南口」に参加

し、よろず相談事業を行った。

「里の家」において「暮らし

の保健室」を開設準備中 

29年4月より 

通期 

サロン 

月2回 

ほっとサロン 

南口 

中野区中野 

2-24-1 

 

2人 
中野区民 

不特定多数 
0 

 

   


